
船舶事故等調査報告書 

平成２２年６月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第１５号 

事故等名 衝突 

発生日時 平成２２年１月２２日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 石川県七尾市能登島鰀目
えのめ

町沖 鰀目港第１防波堤灯台から真方位０５６°０.９

海里付近 

（概位 北緯３７°０９.７′ 東経１３７°０４.１′） 

事故等調査の経過 

 

平成２２年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第８竹生
ちくぶ

丸 ３.４トン 

ＩＫ３－１３７０４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第五さわ丸 ３.０７トン 

ＩＫ３－１３９６８（漁船登録番号）、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 負傷 １人（甲板員Ｂ） 

損傷 Ａ 右舷船首部外板にき
．
裂 

Ｂ 右舷中央部外板に破口 

事故等の経過 Ａ船は、船長が１人で乗り組み、鰀目漁港北東方沖において、操業を終えて同

港に帰港のため速力約１２ノットで南進中、Ｂ船は、船長ほか１人が乗り組み、

北方に向首し、漂泊してたこ籠の揚収作業中、平成２２年１月２２日０５時３０

分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

衝突後、Ａ船はＢ船をえい
．．

航して帰港した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

その他の事項 Ａ船は、船首両舷に揚網機を備えていて、船長がいた操縦スタンド後方左舷側

から船首方が非常に見えにくい状況だった。また、操縦スタンド船首側のマスト

に取り付けたサーチライト、作業灯１個及び両色灯をそれぞれ点灯していた。 

 船長Ａは、普段、揚網機の近くでリモコンを操作して、鰀目漁港と漁場の間を

行き来していたが、事故当時は、操縦スタンド後方で風を避け、ヒーターで暖ま

りながら操船していた。 

Ｂ船は、マストに備えてある作業灯３個及び両色灯をそれぞれ点灯していた。

船長Ｂは、衝突直前、Ａ船の接近に気付き、リモコンを前進に操作した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

船長Ａは、船首両舷の揚網機により、船首方がみえにく

い状況下、サーチライト及び作業灯１個を点灯し適切な見

張りができず、Ｂ船の存在に気付かなかったものと考えら

れる。 

船長Ｂは、作業灯を点灯して揚網作業を行っていたの



で、Ａ船が気付いて避航してくれるものと思い込んでいた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、鰀目漁港北東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が漂泊して

たこ籠漁の操業中、Ａ船がサーチライト及び作業灯１個を点灯し、適切な見張り

ができず、また、Ｂ船がＡ船において避航してくれるものと思い込んで操業を続

けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




